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平成30年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定例会会議録 

平成30年３月27日（火）午前10時開会 

 

 

出 席 議 員  13 人 

 

                       １番   松  田  則  康 

                       ２番   石  井  芳  隆 

                       ３番   髙  田     浩 

                       ４番   川  口     仁 

                       ５番   神  子  雅  人 

                       ６番   栗  山  香 代 子 

                       ７番   松  本  樹  影 

                       ８番   小  島  総 一 郎 

                       ９番   山  中  正  樹 

                       10番   熊  坂  弘  久 

                       11番   熊  坂  崇  徳 

                       12番   岩  澤  敏  雄 

                       13番   細  野  洋  一 

 

 

 

                               

 

欠 席 議 員  なし 
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説明のための出席者   管 理 者 小  林  常  良 

 副 管 理 者 小 野 澤     豊 

 副 管 理 者 霜  島  宏  美 

 会 計 管 理 者 大  塚  民  雄 

 事 務 局 長 川  田  富  夫 

 事 務 局 次 長 庄  司  雅  一 

 

                               

 

事 務 局 出 席 者 書         記 岸  田  裕  一 

 書         記 小 瀬 村  伸  一 
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議 事 日 程 

 

１ 議席の一部変更及び指定 

２ 会期の決定 

３ 議会運営委員会の調査事件及び継続調査期限について 

４ 管理者施政方針 

５ 一般質問 

番号 質  問  者 質  問  の  件  名 頁 

１ 熊 坂 崇 徳 

(1) 厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画について 

 ア 平成20年３月に策定し平成28年３月に改定したこと

について 

 （ア）主な変更点は。 

 イ 費用負担の方法について 

 （ア）ごみ中間処理施設建設における各自治体の負担割

合は。 

(2) 地域住民の意見要望について 

 ア 厚木市金田地区に建設予定のごみ中間処理施設につ

いて 

 （ア）施設建設における住民からの意見や要望はどのよ

うなものがあるか。 

 （イ）意見や要望の取り組み状況は。 

(3) 情報発信について 

 ア 厚木愛甲環境施設組合の広報について 

 （ア）広報の方法は。 

 （イ）組合情報誌「クリーンあつあい」の発行部数と配

架場所は。 

７ 

 

６ 議案第１号 平成29年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算（第１号） 

７ 議案第２号 厚木愛甲環境施設組合個人情報保護条例及び厚木愛甲環境施設組合情報公

開条例の一部を改正する条例について 

８ 議案第３号 平成30年度厚木愛甲環境施設組合会計予算 

９ 陳情第１号 厚木愛甲環境施設組合事業報告会の改善を求める陳情 

 

                               

 

議 長 諸 報 告 

 

 ８月30日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（７月分） 

 ９月29日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（８月分） 

 10月13日 小島総一郎議員、小倉英嗣議員、佐藤茂議員、佐藤りえ議員から組合議会議員辞

職願が提出され、10月23日付けで許可した。 
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 10月16日 組合議会議員の選出について、厚木愛甲環境施設組合管理者に依頼した。 

 10月24日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、組合議会議員の選出について、報告があった。 

 同  日 議会運営委員会委員の選任について、愛川町選出議員の山中正樹議員、熊坂弘久

議員を指名した。 

 10月26日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（９月分） 

 11月２日 厚木愛甲環境施設組合議会先進事例視察のため、議長、副議長及び議員11人が秦

野市伊勢原市環境衛生組合「はだのクリーンセンター」の視察を行った。 

 11月７日 望月真実議員から組合議会議員辞職願が提出され、同日付けで許可した。 

 11月９日 組合議会議員の選出について、厚木愛甲環境施設組合管理者に依頼した。 

 11月30日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、組合議会議員の選出について、報告があった。 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（10月分） 

 12月27日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（11月分） 

 １月31日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（12月分） 

 ２月５日 平成30年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定例会の運営について、議会運営委員

会へ諮問した。 

 ２月21日 陳情第１号を受理した。 

 ２月27日 議会運営委員会委員長から、平成30年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定例会の

運営について、答申があった。 

 ２月28日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（１月分） 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        定期監査結果報告 

 ３月７日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成30年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定

例会招集通知があった。 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成30年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定

例会提出議案の送付があった。 

        議案第１号～第３号   ３件 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合管理者に対し、説明員の出席を要求した。 

 ３月12日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、説明員の出席について、報告があった。 

 ３月15日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、臨時全員協議会の開催について、依頼があっ

た。 

 ３月20日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、説明員の変更について、報告があった。 

 ３月26日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（２月分） 
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本日の付議事件 

 

 １ 

 ～  議事日程に同じ 

 ９ 
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○松田則康議長 皆さん、おはようございま

す。ただいまの出席議員は13人で定足数に達

しております。 

 ただいまから平成30年厚木愛甲環境施設組

合議会第１回定例会を開会いたします。 

 この際、議事の進行上、神子雅人議員並び

に愛川町議会選出議員については仮議席を指

定いたします。仮議席は、ただいまご着席の

議席を指定いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあり

ます日程表のとおりであります。 

 日程に入ります。 

 

○松田則康議長 日程１「議席の一部変更及

び指定」を行います。 

 厚木市議会及び愛川町議会から選挙により

新たに５名の議員が選出されたことに伴い、

会議規則第３条第３項及び第３条第２項の規

定により、議席の一部変更及び指定を行いま

す。 

 初めに、議席の一部変更についてでありま

す。 

 その議席番号と氏名を書記に朗読させま

す。 

○岸田裕一書記 朗読いたします。 

 ５番栗山香代子議員を６番に、６番松本樹

影議員を７番に、それぞれ変更するものでご

ざいます。 

 以上であります。 

○松田則康議長 お諮りいたします。ただい

ま朗読したとおり、議席の一部を変更するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように

決しました。 

 次に、議席の指定を行います。 

 議席番号と氏名を書記に朗読させます。 

○岸田裕一書記 朗読いたします。 

   ５番  神子雅人議員 

   ８番  小島総一郎議員 

   ９番  山中正樹議員 

   10番  熊坂弘久議員 

   11番  熊坂崇徳議員 

 以上であります。 

○松田則康議長 ただいま朗読したとおり議

席を指定いたします。 

 それでは、ただいま決定いたしました議席

にそれぞれお着き願います。 

 氏名標をお立て願います。 

 ここで、会議規則第78条の規定によって、

本定例会の会議録署名議員を議長から指名い

たします。小島総一郎議員、山中正樹議員に

お願いいたします。 

 議長の諸報告は、お手元に配付のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

 

○松田則康議長 日程２「会期の決定」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本

日１日とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の

会期は本日１日と決定いたしました。 

 

○松田則康議長 日程３「議会運営委員会の

調査事件及び継続調査期限について」を議題

といたします。 

 お諮りいたします。本件につきましては、

お手元に配付のとおり調査を願うことにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように

決しました。 

 

○松田則康議長 日程４「管理者施政方針」

の説明に入ります。管理者。 

○小林常良管理者 おはようございます。平

成30年度の予算及び諸案件のご審議をお願い

するに当たり、住民の皆様並びに議員の皆様

のご理解とご協力を賜りますよう、私の組合

運営に対する所信の一端を申し述べるととも

に、主要な施策についてご説明申し上げま

す。 

 私たちの住む厚木市、愛川町及び清川村

は、丹沢山系の山並みや相模川、中津川及び

小鮎川の清流など豊かな自然環境に恵まれて
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おり、私たちにとってかけがえのない財産と

なっています。このような自然と共存した持

続可能な社会を、将来を担う子供たちに引き

継いでいくことは、私たちの重要な使命であ

ります。 

 本組合は今年度、設立から15年目を迎えま

すが、引き続き構成市町村及び住民の皆様の

ご理解、ご協力のもと、ごみの減量化・資源

化の徹底を図ることとあわせ、構成市町村と

連携し、災害に強く環境に配慮した適正な施

設整備に向け、事業の着実な推進を図ってま

いります。 

 さて、平成30年度の予算編成につきまして

は、事務事業の効率化に心がけ、貴重な財源

の効果的な配分に努めつつ、施設整備に向

け、一歩一歩邁進するため所要の事業費を措

置した結果、１億8829万円の予算規模といた

しました。 

 事業の執行に当たりましては、国の循環型

社会形成推進交付金や神奈川県市町村自治基

盤強化総合補助金の活用により財源確保を図

りながら、引き続き「循環型社会の構築を目

指したごみ処理施設整備の推進」及び「情報

提供推進による事業の透明性の確保」を二大

施策として、ごみ処理広域化の早期実現に向

けて積極的に取り組んでまいります。 

 初めに、「循環型社会の構築を目指したご

み処理施設整備の推進」の取り組みについて

ご説明いたします。 

 ごみ中間処理施設整備事業に係る環境アセ

スメントの取り組みにつきましては、神奈川

県環境影響評価条例に基づき、事業が環境に

及ぼす影響について平成29年度に調査した結

果を十分に予測・評価し、環境影響予測評価

書案としてまとめ県知事に提出するなど、環

境保全上の見地からよりよい施設にするため

の取り組みを進めてまいります。 

 また、これまでに住民の皆様からいただき

ました貴重なご意見や関係機関とのたび重な

る協議を実らせるため、施設整備計画をまと

め、都市計画決定に向けた手続を着実に進め

てまいります。 

 次に、「情報提供推進による事業の透明性

の確保」の取り組みについてご説明申し上げ

ます。 

 本組合では、これまで住民の皆様に組合事

業に対する理解と認識を深めていただけるよ

う、組合情報誌「クリーンあつあい」の発行

や組合ホームページ及び市町村広報紙への情

報掲載を積極的に行ってまいりました。今

後、事業がさらに具体化してまいりますこと

から、これらの情報提供とあわせ、事業内容

についてのきめ細かい説明会を幅広く実施

し、環境影響予測評価書案や都市計画施設の

情報提供をしっかり行うことで、事業の透明

性の確保に努めてまいります。 

 以上、平成30年度の組合運営に当たり、私

の所信及び主要な施策を述べてまいりまし

た。ごみ中間処理施設の整備につきまして

は、円滑に事業が進捗しておりますが、引き

続き金田地区の皆様への丁寧な説明を行いな

がら、2025年度の稼働に向け、環境や安全等

に配慮した施設整備ができるよう全力で取り

組んでまいりますので、住民の皆様並びに議

員の皆様のより一層のご理解とご協力を心か

らお願い申し上げ、平成30年度の施政方針と

いたします。 

 ありがとうございました。 

○松田則康議長 以上で管理者施政方針の説

明を終わります。 

 

○松田則康議長 日程５「一般質問」を行い

ます。 

 通告に従い、質問を許します。熊坂崇徳議

員。 

○11番 熊坂崇徳議員 それでは一般質問を

始めさせていただきますが、まずは、私は、

昨年10月に愛川町議会の任期による変更に伴

いまして、厚木愛甲環境施設組合の議会議員

として選出されました。私も愛川町の代表と

して、また、この厚木愛甲環境施設組合の議

会議員として、いろいろと調べさせていただ

き、また、提言をさせていただきますので、

ぜひともよろしくお願いいたします。 

 それでは、一般質問の通告書に従って質問

をいたします。 
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(1) 厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画につい

て 

 ア 平成20年３月に策定し平成28年３月に

改定したことについて 

 （ア）主な変更点は。 

 イ 費用負担の方法について 

 （ア）ごみ中間処理施設建設における各自

治体の負担割合は。 

(2) 地域住民の意見要望について 

 ア 厚木市金田地区に建設予定のごみ中間

処理施設について 

 （ア）施設建設における住民からの意見や

要望はどのようなものがあるか。 

 （イ）意見や要望の取り組み状況は。 

(3) 情報発信について 

 ア 厚木愛甲環境施設組合の広報について 

 （ア）広報の方法は。 

 （イ）組合情報誌「クリーンあつあい」の

発行部数と配架場所は。 

 以上、１回目の質問とさせていただきま

す。 

○小林常良管理者 ただいま熊坂崇徳議員か

ら、厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画につい

て、平成20年３月に策定し平成28年３月に改

定したことについて、主な変更点はとのお尋

ねでございますが、平成20年３月に策定した

厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画では、新た

なごみ中間処理施設から排出される焼却灰を

最終処分場に埋め立てする計画でありまし

た。しかしながら、近年における民間のごみ

処理技術の革新など、廃棄物処理を取り巻く

社会情勢の変化を踏まえ、計画の見直しを行

い、新たなごみ中間処理施設では焼却灰を全

量資源化することに伴い、最終処分場の整備

を行わないこととしたことが主な変更でござ

います。 

 次に、費用負担の方法について、ごみ中間

処理施設建設における各自治体の負担割合は

とのお尋ねでございますが、組合を構成する

３市町村で取り交わした一般廃棄物（ごみ）

の共同処理に係る経費の負担及び派遣職員に

関する覚書において、複数年度にわたる施設

建設事業につきましては、当該事業完了まで

一定のごみ量割合を用い、そのごみ量割合の

算定は、別途市町村間で協議して定めるもの

とされております。 

 次に、地域住民の意見要望について、厚木

市金田地区に建設予定のごみ中間処理施設に

ついて、施設建設における住民からの意見や

要望はどのようなものがあるか、意見や要望

の取り組み状況はとのお尋ねでございます

が、地域住民の皆様からのご要望等につきま

しては、厚木市において、さまざまな形で対

応されておりますが、本組合に対しまして

も、緑地の整備内容や煙突の高さなどについ

てご意見やご要望をいただいており、地元の

皆様と検討を重ねてまいりましたので、これ

らを踏まえて、施設整備の計画を進めてまい

ります。 

 次に、情報発信について、厚木愛甲環境施

設組合の広報について、広報の方法は、組合

情報誌「クリーンあつあい」の発行部数と配

架場所はとのお尋ねでございますが、広報活

動につきましては、組合ホームページや組合

情報誌「クリーンあつあい」、事業報告会な

どを通じ随時行っております。また、組合情

報誌は年４回発行し、１回当たり340部を組

合事務室及び構成市町村のロビーなどに配架

しているほか、地元の金田地区に回覧を行っ

ております。 

 私からは以上でございます。 

○11番 熊坂崇徳議員 それでは、再質問を

させていただきます。 

 ただいま小林管理者からご答弁をいただき

まして、一番最初のごみ処理広域化実施計画

については、平成20年に、約10年前にこちら

のほうを策定して、２年前の平成28年３月に

改定をいたしました。その中で一番は、焼却

灰を全て資源化するということで、最終処分

場をつくることもしないですし、また、それ

をいろいろと行うということなのですけれど

も、それで質問をさせていただきます。焼却

灰の全量資源化に伴い、施設の一部を変更す

ると思いますけれども、この変更に伴う費用

についてお伺いいたします。 

○川田富夫事務局長 施設の変更に伴うとい
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いますと、最終処分場がなくなったことによ

る減額分と、あと灰を溶融しなくて済むとい

うことで、溶融施設をなくすといった点がご

ざいます。そういった面で、焼却した灰を固

めて溶融スラグとして最終処分場に埋め立て

る計画でございましたが、焼却灰を全量資源

化に変更したことによりまして、その溶融施

設と最終処分場の整備費、また、その後の維

持管理費、そういったものがなくなってまい

りますので、当時の試算で77億円減額になる

としておりました。 

○11番 熊坂崇徳議員 溶融せずに全量資源

化に変更して、最終処分場の整備も行わな

い、予算が77億円安くなるということで、こ

れは大変いいことだと思いますし、焼却灰が

出てもそれを全量資源化するということで、

大変すばらしいことです。当時はなかなか資

源化できなかったのですけれども、技術の発

展とともに全量資源化ができるということで

了解をいたしました。 

 また、こちらの環境施設組合ですけれど

も、我々３市町村の議員、そして３市町村の

職員の方々が働いております。その中で、今

後もこの厚木愛甲環境施設組合は、ごみ中間

処理施設ができてもずっとずっと続くと思う

のですけれども、そのときの費用負担につい

てです。現在、組合構成３市町村の覚書にお

いて、ごみ量を算定して各市町村でこちらの

ほうを負担しているということなのですけれ

ども、それでは現在焼却しているごみ量での

各市町村の負担割合をお聞きいたします。 

○川田富夫事務局長 ごみ量の割合でござい

ますが、現在、予算のところで負担割合とし

ておりますのは前々年度のごみ量割合という

ことで、平成30年度の割合につきましては、

厚木市が84.98％、愛川町が13.98％、清川村

が1.04％となっております。 

○11番 熊坂崇徳議員 各自治体の負担割合

ということで、今後もごみ量で算定していく

ということで、その算定方法は前々年度のご

み量で行われておりまして、現在、厚木市が

84.98％、愛川町が13.98％、清川村が1.04％

ということで、厚木市の負担が大きいという

のは人口も多いですから、この中から本町で

も、愛川町でもだんだんとごみを減らしてい

くように取り組みをして、３市町村のごみ量

がどんどんどんどん減っていけば、必然的に

かかる費用も減っていくと思いますので、そ

の点は理解させていただきました。 

 続いて、地域住民の意見要望についてです

けれども、地域住民の方々から、まずは煙突

の高さを高くしていただきたいという要望が

ありまして、59メートルから80メートルに高

さを変更するということなのですけれども、

それでは煙突の高さを高くすることによるメ

リット、またデメリットはあるのかどうか、

お聞きいたします。 

○川田富夫事務局長 メリットにつきまして

は、煙突を高くすれば、出てくる排ガスを遠

くに散らすことができるという拡散効果が上

がります。反面、デメリット的な部分になる

かと思いますが、景観面では、高くなること

に伴いまして、ちょっとした威圧感とか圧迫

感、そういったものが感じられるのではない

かと思います。 

○11番 熊坂崇徳議員 今、59メートルから

80メートルに変更すれば、もちろん煙突が高

くなれば、その分、煙も高いところから出る

ので、それで拡散されるというのは理解をい

たしました。 

 ただ、煙突59メートルを計画したときも公

害防止計画というものがありまして、自主規

制後はすごく低い値なんですけれども、今回

は金田地区の要望により80メートルにすると

伺いましたが、それでは、煙突の高さを59メ

ートルから80メートルにすると費用が高くな

ると思いますが、その考えについてお伺いい

たします。 

○川田富夫事務局長 煙突を高くすることに

伴いまして費用のほうにつきましても、その

軀体の部分が当然大きくなりますので、59メ

ートルから80メートルということでいくと、

その割合が35％ぐらいはふえるということに

なります。さらにそれにプラスアルファとい

う部分もあるかと思いますが、設計段階でも

ございますので、まだ具体的なことについて
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はわかっていないような状況でございます。

また、形状やデザイン、基礎の構造、こうい

った面でもまた費用も変わってくるかと思い

ますので、今後その辺は詳しく調べていきた

いと思います。 

○11番 熊坂崇徳議員 こちらのほうも、２

月９日でしたか、そのときに報告されて80メ

ートルにすることに決定したということで、

先月に決定し、まだまだ計画等もしていな

い、費用がどれぐらいかかるか等はまだまだ

わからないということで、これは今後、設計

計画とかもできていくうちに費用がわかりま

すので、そのときにまたお伺いさせていただ

きたいと思います。 

 こちらの59メートルから80メートルに変え

ることによって、航空法で何か赤くちかちか

照らさなければいけない、また、白い光の出

るものを設置しなければいけない等、あと59

メートルだったらつける必要がないのですけ

れども、80メートルになった場合にはそれを

つけなければいけない。ただ、住民要望で、

白い光の出るものは夜は余りつけないでいた

だきたいとか、そういう要望もあると思いま

すので、ぜひその点については、地元の金田

地区の方々といろいろと話して決めていただ

ければと思います。こちらのほうも理解させ

ていただきました。 

 それで、次の情報発信についてですけれど

も、こちらのほうは、今、管理者からご答弁

いただきまして、構成市町村の広報紙、ま

た、組合ホームページで現在は年４回「クリ

ーンあつあい」というものが発行されており

まして、１回当たり340部発行しているとい

うことで、今聞いて340部で本当に足りるの

かどうかと思いますし、今後、厚木市、愛川

町、清川村の方々にもうちょっと広報を、環

境施設組合としてもしていっていただきたい

と思います。 

 この中で、せっかく「クリーンあつあい」

というものを環境施設組合でつくっておりま

すので、広報については各市町村も、広報

紙、いろいろな媒体を使って行っているとは

思いますけれども、ぜひ今後、金田地区で建

設が始まる際には、環境施設組合も一緒にな

って広報をしていただければと思います。こ

ちらのほうは再質問はなしで終わらせていた

だきます。 

○松田則康議長 以上で通告がありました一

般質問は終了いたしました。 

 

○松田則康議長 日程６「議案第１号 平成

29年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算

（第１号）」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第１号 平成29年度厚木愛甲環境施設

組合会計補正予算（第１号）につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ869万2000円を

減額し、補正後の総額を１億7902万7000円と

するものでございます。 

 初めに、歳入歳出予算の内容でございます

が、歳入につきましては、分担金及び負担

金、国庫支出金を減額し、県支出金を増額す

るものでございます。 

 次に、歳出の主な内容をご説明申し上げま

す。 

 総務費につきましては、派遣職員給与費が

当初見積額を下回ることが見込まれるため、

減額するものでございます。 

 次に、衛生費につきましては、４カ年継続

事業で進めております環境影響評価及び施設

基本設計に係る２年目の経費を減額するもの

でございます。 

 また、既定の継続費について、年割額の変

更とあわせ財源更正を行うものでございま

す。 

 以上でございます。何とぞよろしくご審議

くださいますようお願い申し上げます。 

○松田則康議長 質疑に入ります。―別に

なければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第３項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論を

終結いたします。 

 採決いたします。日程６「議案第１号 平

成29年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算

（第１号）」は原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員。よって本件は原案のとおり可決

されました。 

 

○松田則康議長 日程７「議案第２号 厚木

愛甲環境施設組合個人情報保護条例及び厚木

愛甲環境施設組合情報公開条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第２号 厚木愛甲環境施設組合個人情

報保護条例及び厚木愛甲環境施設組合情報公

開条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、個人情報の保護に関

する法律等の一部改正に伴い、個人情報の定

義を明確化するとともに、要配慮個人情報の

取り扱いを定めるため、厚木愛甲環境施設組

合個人情報保護条例及び厚木愛甲環境施設組

合情報公開条例の一部を改正するものでござ

います。 

 以上でございます。何とぞよろしくご審議

くださいますようお願い申し上げます。 

○松田則康議長 質疑に入ります。―別に

なければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第３項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論を

終結いたします。 

 採決いたします。日程７「議案第２号 厚

木愛甲環境施設組合個人情報保護条例及び厚

木愛甲環境施設組合情報公開条例の一部を改

正する条例について」は原案のとおり決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員。よって本件は原案のとおり可決

されました。 

 

○松田則康議長 日程８「議案第３号 平成

30年度厚木愛甲環境施設組合会計予算」を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第３号 平成30年度厚木愛甲環境施設

組合会計予算につきまして、提案理由をご説

明申し上げます。 

 平成30年度予算につきましては、広域廃棄

物処理施設整備調査事業費を措置したほか、

人件費及び組織運営費の必要見込額を措置

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億8829

万円とするものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の内容につきまし

てご説明申し上げます。 

 初めに、歳入の内容でございますが、分担

金及び負担金につきましては、構成市町村か

ら負担金を受け入れるものでございます。 

 次に、国庫支出金につきましては、循環型

社会形成推進交付金を受け入れるものでござ

います。 

 次に、県支出金につきましては、神奈川県

市町村自治基盤強化総合補助金を受け入れる

ものでございます。 

 次に、繰越金につきましては、平成29年度

の残額を繰り越すものでございます。 

 次に、諸収入を計上するものでございま

す。 

 続きまして、歳出の主な内容をご説明申し

上げます。 

 議会費につきましては、議員報酬や会議録

作成業務委託料などを計上するものでござい

ます。 

 次に、総務費につきましては、職員人件

費、一般事務費のほか、監査委員の報酬など

を計上するものでございます。 
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 次に、衛生費につきましては、ごみ中間処

理施設整備検討委員会の開催経費などのほ

か、４カ年継続事業の３年目として、環境影

響評価及び施設基本設計に係る経費を計上す

るものでございます。 

 次に、予備費につきまして計上するもので

ございます。 

 以上でございます。何とぞよろしくご審議

くださいますようお願い申し上げます。 

○松田則康議長 質疑に入ります。栗山議

員。 

○６番 栗山香代子議員 14、15ページなの

ですが、総務費の一般管理費が前年度と比較

をして大分上がっていますが、この辺の詳細

について、2025年度の稼働予定、進捗とのか

かわりでどのようなものであるのか、具体的

にご説明をお願いいたします。 

○川田富夫事務局長 ただいま施設のほうに

つきましては基本設計の段階に入っておりま

して、平成33年ごろから着工の予定と考えて

おります。そういった中で事業が具体化して

きておりますので、関係機関との協議等が頻

繁に行われており、業務量も大変増加してお

ります。また、新年度、手続としまして都市

計画決定とか環境影響評価の結果を予測評価

書案としてまとめ、多くの方を対象に説明会

を10回程度行うといった業務もございます。

そういったことから職員の増を予算増という

形で計上しております。 

○６番 栗山香代子議員 職員の増というの

は事務職なのか技術職なのか、その辺はどの

ようなところが入ることとなるんでしょう

か。 

○川田富夫事務局長 ただいま関係機関と技

術的な面の協議が非常にふえております。河

川の協議であったり、交通の協議、道路の協

議、そういったものが非常に多くなってきて

おりますので、土木技術職員をふやしていた

だくという形になっております。 

○松田則康議長 ほかになければ質疑を終結

いたします。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第36条

第３項の規定によって委員会付託を省略する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論を

終結いたします。 

 採決いたします。日程８「議案第３号 平

成30年度厚木愛甲環境施設組合会計予算」は

原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

（起立全員） 

起立全員。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

 

○松田則康議長 日程９「陳情第１号 厚木

愛甲環境施設組合事業報告会の改善を求める

陳情」を議題といたします。 

 本件は、議会運営委員会に審査を付託いた

します。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前10時38分  休憩 

 

午前11時45分  開議 

○松田則康議長 再開いたします。 

 休憩中に議会運営委員会が開かれ、付託事

項の審査がされましたので、委員長の報告を

求めます。 

 議会運営委員長、石井芳 議員。 

○石井芳隆議会運営委員長 本会議休憩中

に、当委員会に付託されました案件の審査を

行いましたので、その経過と結果についてご

報告いたします。 

 「陳情第１号 厚木愛甲環境施設組合事業

報告会の改善を求める陳情」は、委員から、

報告会では発言の長い参加者もいて、運営が

大変なことはよくわかるが、工夫の余地があ

るのではないか、との意見や、不規則な発言

が多かったので、今後は運営のルールを徹底

してほしい、との意見がありました。 

 また、委員から、陳情項目にある開催時間

の拡大よりも、運営方法を工夫できないか、

との意見がありました。 

 採決の結果は、賛成全員で趣旨採択すべき



-13- 

ものと決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○松田則康議長 ただいまの委員長報告に対

して質疑に入ります。―別になければ質疑

を終結いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論を

終結いたします。 

 採決いたします。日程９「陳情第１号 厚

木愛甲環境施設組合事業報告会の改善を求め

る陳情」に対する委員長報告は趣旨採択であ

ります。よって本陳情について採決いたしま

す。本件は、趣旨採択することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員。よって本件は趣旨採択すること

に決しました。 

 

○松田則康議長 以上で本日の日程は終了い

たしました。 

 これをもちまして平成30年厚木愛甲環境施

設組合議会第１回定例会を閉会いたします。 

 

午前11時47分  閉会 

 

 上記会議のてんまつを記載し、その相違な

いことを証し、ここに署名する。 

        議 長 松 田 則 康 

        議 員 小 島 総一郎 

         同  山 中 正 樹 

 

 


